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平成25年９月定例会　県土整備委員会（事前）

平成25年９月19日（木）

〔委員会の概要　危機管理部関係〕

寺井委員長  

　休憩前に引き続き，委員会を開きます。（11時38分）

　これより，危機管理部関係の調査を行います。この際，危機管理部関係の９月定例会提

出予定議案等について，理事者側から説明願うとともに，報告事項があれば，これを受け

ることにいたします。

【提出予定議案等】（資料①）

　○　議案第１号　平成25年度徳島県一般会計補正予算（第２号）について

　○　議案第３号　災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条

　　　　　　　　　例の一部改正について

　○　議案第４号　徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例の一部

　　　　　　　　　改正について

　○　議案第５号　徳島県交通安全対策会議条例の一部改正について

【報告事項】

 ○　「『とくしま ｰ０作戦』地震対策行動計画」見直し（案）について（資料②）

 

三宅危機管理部長    

 危機管理部から９月定例会に提出を予定いたしております，案件につきまして，お手元

の委員会説明資料に基づきまして，御説明を申し上げます。

　お手元の県土整備委員会説明資料の１ページをお開き願います。

　危機管理部における９月補正予算（案）といたしまして，表の補正額の欄の計の欄に記

載のとおり，１億 3,219 万 6,000 円の補正をお願いするものでございます。補正後の予算

額は，23億 6,155 万 5,000 円となっております。　

　財源につきましては，財源内訳欄に記載のとおりでございます。

　続きまして，２ページをお開き願います。

　補正予算の課別主要事項について，御説明申し上げます。

　まず，危機管理政策課でございます。

　次代を拓く防災の担い手の育成を推進し，県民防災力の強化につなげる防災生涯学習推

進フォーラムを開催する経費として 300 万円を計上するとともに，県民の津波避難意識の

向上を図るため，津波被害が予想される10市町と連携し，各市町ごとにきめ細かく津波避

難の重要性を啓発する津波防災・減災リレーセミナーを開催する経費として 200 万円を計

上いたしております。

　また，テロなどの緊急対処事態における，関係機関相互の情報連絡・調整要領を検証す

るため，国民保護法に基づき，共同図上訓練を実施する経費として， 518 万 4,000 円を計
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上いたしており，危機管理政策課全体で 1,018 万 4,000 円の増額をお願いするものであり

ます。

　続きまして，３ページを御覧願います。

　南海地震防災課でございます。

　県南海トラフ巨大地震被害想定（第１次）が公表されたことを踏まえ，市町村における

被害軽減への取組をさらに加速させるため，早期の対応が必要となる避難路・避難施設等

の整備に対して支援を行うとくしま－０（ゼロ）作戦緊急対策事業に要する経費として，

１億円を計上いたしております。

　また，県民防災力を強化するため，県下の携帯電話保有者へ一斉に災害情報配信訓練を

行い，地震の揺れに対する安全確保行動等を通じて，県民の防災意識の向上や情報収集手

段の普及啓発を図るためのとくしまシェイクアウト訓練実施事業に要する経費として 100

万円を計上いたしており，南海地震防災課全体で１億 100 万円の増額をお願いするもので

あります。

　続きまして，４ページを御覧願います。

　安全衛生課でございます。

　消費者問題に対する理解の促進を図るための講座を実施する消費者力向上事業等に要す

る経費として， 336 万円を計上いたしております。

 また，食品衛生検査機能向上を図るとともに，食品事業者の自主衛生管理体制の強化を

支援する食品衛生管理指導事業に要する経費として， 1,765 万 2,000 円を計上いたしてお

り，安全衛生課全体で 2,101 万 2,000 円の増額をお願いするものであります。

　続きまして，５ページを御覧願います。

　その他の議案等といたしまして，条例案３件の提出を予定いたしております。

　１点目は，災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例の一

部改正についてでございます。災害救助法の一部が改正されたことに伴い，引用条項の条

ずれを整理するものでございます。  

　２点目は，徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例の一部改正に

ついてでございます。これにつきましても，災害対策基本法の一部が改正されたことに伴

い，引用条項の条ずれを整理するものでございます。

　３点目は，徳島県交通安全対策会議条例の一部改正についてでございます。地域の自主

性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により

交通安全対策基本法の一部が改正されたことに伴い，徳島県交通安全対策会議に新たに加

えられる委員の任期等について定める必要が生じたため，改正を行うものでございます。

　危機管理部関係の提出予定案件の説明につきましては，以上でございます。

　なお，この際，１点，御報告させていただきます。

　お手元に御配布の説明資料につきましては，資料（その１）を御覧願います。

　『とくしま－０（ゼロ）作戦』地震対策行動計画の見直し（案）についてであります。

東日本大震災の課題と教訓を踏まえ，昨年３月に『とくしま－０（ゼロ）作戦』地震対策

行動計画を策定し，全庁を挙げて，その取組を進めているところでありますが，昨年12月
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には震災に強い社会づくり条例が施行され，また，本年７月には南海トラフ巨大地震被害

想定（第一次）の公表等の状況変化があったことから，これまでの進捗状況も踏まえまし

て，同計画の見直しを行うものでございます。

　今回，新規事業として27項目を追加し，また，14項目を拡充させ，合計で 379 項目の取

組としたいと考えております。

　資料２ページからは新規項目を，また，資料６ページからは，拡充項目の概要を記載い

たしているところであり，この見直し（案）の策定にあたりましては，防災関係者等で構

成した徳島県地震対策行動計画推進委員会での御助言も踏まえ，取りまとめたところであ

ります。

　今議会におきまして，委員各位の御意見をお伺いし，計画の見直しを行った上でその取

組を着実に進めてまいりたいと考えております。

　以上，御報告を申し上げます。

　よろしく御審議のほど，お願いを申し上げます。

寺井委員長

　以上で，説明等は終わりました。

　これより質疑に入ります。

　質疑をどうぞ。

児島委員

　６月議会でお願いさせていただきました液状化に関してであります。那賀川河口に液状

化の現象が出ておりまして，辰巳工業団地も非常に心配をしておったわけでございますが，

これを受けて，早速とくしまゼロ作戦推進室のほうで取り組んでいただいて，９月４日に

辰巳工業団地の企業を集めて，この液状化に対する対策などの施策をとっていただいたよ

うでございます。この概要の内容と，これを受けて液状化対策について，今後どのように

取り組んでいかれるのか，この２点をお聞きしたいと思います。

金井とくしまゼロ作戦推進室長

　ただいま委員から，辰巳工業団地における液状化の説明会の概要と，今後の液状化対策

の考え方について質問をいただきました。

　辰巳工業団地におきましては ,今回 , 県が液状化の危険度予測を出させていただきまし

たが ,その中でも辰巳工業団地は ,大部分が危険性が高い地域となったことから ,辰巳工

業団地立地企業等連絡会と相談しまして ,この９月４日に団地進出企業や地元の防災関係

者などを対象に ,液状化に関する説明会を開催いたしまして ,20名ほどの御参加をいただ

いたところです。説明会では ,今回県が出しました被害想定の内容のほか ,液状化に詳し

い学識経験者を講師にお招きしまして ,液状化のメカニズムや対策について講演をいただ

いたところであります。それによりますと ,辰巳工業団地は比較的れきの層が多いので ,

若干条件が良いものの ,やはり河川の中洲に位置しているため ,液状化に備える必要があ
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るという指摘がありました。その上、地盤に打つ杭の必要性や ,砂を加えて地盤を固める

地盤改良などの対策の紹介がありまして ,団地進出企業の皆様に認識を深めていただいた

ところでございます。辰巳工業団地に限らず ,地震の際に被害の発生が懸念される液状化

に関しましては ,まずは企業や住民の皆様に今後の対策に生かしていただくため ,先般７

月31日に策定，公表いたしました ,南海トラフ巨大地震被害想定の中でも液状化の危険度

分布図及び液状化による建物被害の状況をお示しさせていただいたところです。今後とも

液状化危険度の予測や建物の被害想定など ,必要な情報提供を危機管理部として進めさせ

ていただきまして ,地域や企業住民の皆様におかれまして ,液状化に関する備えや対策に

生かしていただきたいと考えております。

　以上でございます。

岸本委員

　「『とくしま ｰ０作戦』地震対策行動計画」見直し（案）ということで ,まず最初に出

てきましたので ,今年度この見直し（案）をブラッシュアップして ,より良いものにして

いくんだという理解をいたしますが ,要望等々それから個別に何点かお伺いできたらと思

います。早速２ページに６番 ,西部総合県民局の「にし阿波・未来の防災リーダー」育成

支援 ,それから７番 ,教育委員会の「防災クラブ」の設置とありますけれど , こういった

ものは一つに取りまとめることはできますかね。同じような内容ではないかと思うのです

けれども。

金井とくしまゼロ作戦推進室長

　今回見直しをいたします「『とくしま－０作戦』地震対策行動計画」につきましては ,

県庁の各部局の施策を取りまとめていただきまして，現行で 352取組数がございます。そ

して ,委員御指摘のとおり ,（２）学校における防災教育の推進には、教育委員会が中心

になるのですけれども，そのほかに西部総合県民局の取組等も入っておりまして，大きく

は，学校における防災教育ということで，ひとくくりにさせていただいているのですけれ

ども，特に西部総合県民局では中高生を対象にした訓練を実施するといったこともありま

すが，教育委員会でも総合的に中学校に防災クラブを設置するということで，目的とする

とよく似ているのですけれども，重点化しているところが違うということで，別にさせて

いただいております。

岸本委員     

 こういう書き方になりますと，南部総合県民局では取り組まないのかとかいうことにも

なりますし，教育委員会が西部地域については西部総合県民局のほうで任せているんだと

いうことになるのか，見る側にとってみたら不自然になりますので，今，私が言っている

ようなことを，是非危機管理部に望みたいと思います。取組の主体は各部各課のほうです

ということになるのかもしれませんが，危機管理部として，きちんと整理するよう是非と

も言って欲しいと思います。
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　同様の質問ですけれども，３ページに「深層崩壊対策の推進」ということで載っており

まして，平成24年度から推進ということになっていますけれども，これはいつ終わります

か。

金井とくしまゼロ作戦推進室長

　深層崩壊対策事業でいいますと，県土整備部の砂防事業や農林水産部所管の治山事業に

おいて，それぞれ個別の計画をもって対応していると思いますので，私のほうでいつ終わ

るかということは把握できていない状況でございます。御理解をお願いいたします。

　以上でございます。

岸本委員

　是非今度の計画には，私が今お尋ねしたように，いつ終わるのかといったことに対して，

危機管理部のほうから各部各課にもとりあえずやっていますという程度ではいけない，そ

れでは50年かかってしまうと。深層崩壊というと，徳島県のどれだけをどうするというこ

とで各課のほうへ聞いてくださいということになるのでしょうけれども，やはり一冊の本

として取りまとめますので，同じような取組に対しては，どのようになっているのか，個

別の対策についてはいつまでに完結するのかということをしっかり詰めておいていただき

たい。私が言ったようなことで，是非取りまとめをしていただきたいということで，新規

の要望をしておきます。それから行動計画の進捗状況と同じようなことなのですけれども，

例えば、「順調」ということで書いておりますけれども，誰がどう判断して「順調」とい

うことになるのですか。

金井とくしまゼロ作戦推進室長

　今回，委員会配布資料の10ページから既存の計画の項目の進捗状況ということで、今回

３段階に分けて評価いたしました。１つが「達成」，１つが「順調」，１つが「要努力」

ということで，これにつきましては，まずは各部局における自己点検，私ども危機管理部

におけるその把握となっております。実は，９月４日に外部の有識者からなる行動計画推

進委員会というところにも見てもらいまして，御意見をいただいたところです。基本的に

は自己点検が中心となっております。今回，議会の御議論を十分に踏まえまして，達成状

況，進捗状況をきちんと把握したいと思っております。以上でございます。

岸本委員

　ここでもやはり危機管理部関係さんには嫌われ役になってほしいと要望したいと思いま

す。例えば，17ページの３段目，「国直轄事業による河川管理施設の整備の促進」という

のがあるのですが，これが「順調」と。これについては，国直轄の河川がどれくらいあっ

て，今どれくらい整備されていて「順調」という判断をしているのか。まず第一次的に各

部局，それから危機管理部，それから外部ということでされているということなのですけ

れども，これについて御説明いただければと思います。
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金井とくしまゼロ作戦推進室長

　 161番にあります「国直轄事業による河川管理施設の整備の促進」の進捗状況について

の御質問でございますが，この件につきましては，県土整備部が中心となりまして，堤防

の耐震調査設計の推進及び堤防の耐震補強の推進といったことで，今切川，旧吉野川，那

賀川，桑野川でそれぞれ取り組まれておりまして，「順調」とさせていただいております。

　以上でございます。

岸本委員    

　もう終わりますけれども，目標のとらまえですよね。おそらく私も今切川ではないかな

とは思ったのですけれども，今切川の護岸の整備というのは，数パーセントなのですよね。

これを今の財政力で全部直せるのかということもあって，それに対して危機管理部が「順

調」という評価をするというのは，いかがかなと。そのため，皆さんがこんなんあかんと

言って嫌われる必要はないんですよ。ですけれど，先ほどの冒頭の質問にもつながります

けれども，冷静に判断するためには，いつまでにどうするのか、その辺を整理していただ

いて，各部各課には厳しく追及していただかないと，我々が皆さんに聞くのも恐縮だし。

これからまだまだ進化していくと思いますから，とりあえず第一弾でございますので，今

言いました調整と目標の確認，その辺を御留意いただきたいと思います。

　以上，要望でございます。

寺井委員長

　午食のために休憩をいたします。なお，再開は午後１時といたします。（11時58分）

寺井委員長

　それではお揃いでございますので，休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 (13 時

03分）

達田委員

　先ほど県土整備部のほうで危機管理部で言うべき事を言ってしまったということで，改

めてお尋ねしたいと思います。先ほど頂きました「『とくしま－０作戦』地震対策行動計

画」（案）の中には，新しいものから今，取り組んでいるものまでいろいろな事業が挙げ

られております。たくさんございますけれども，特にお聞きしたいのは，14ページにもあ

りますけれども，「公共土木施設等の地震対策の推進」です。今回，安全・安心対策の推

進ということで，予算が付けられております。この一覧表を見ますと，例えば，「堤防，

護岸，湾口防波堤等の整備の推進」として，平成22年度では８海岸，これが平成24年度末

には13海岸で推進ということで達成度としては「順調」と書かれているのですけれども，

これが一体どこにあたるのか，それから，距離にしたらどれだけになるのか，あるいは，

金額にするとどれだけ必要なのかというようなことが分からないのですね。今回付けられ
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た補正予算によって，これらの計画がどこまで満たされていくのかが分かるように示して

いただきたいという意味でお尋ねをしたいわけなのです。今回は（案）として出ておりま

すので，記述の方法というのも，今後，変えていただける可能性もあるのではないかなと

いうことで。私たちが見て防災減災対策、事前防災というのがどこまで進んでいっている

のかというのが分かるようなものを作っていただきたいということでお尋ねをしたいと思

います。

金井とくしまゼロ作戦推進室長

　ただいま委員から地震対策行動計画の進捗状況につきまして、進捗度合が分かるような

資料をまとめられないかといった御質問でございます。

　今回、達成状況につきましては，　こういった目標，あるいは，平成24年度達成度のみ

を記載させていただいております。また，どこまでお金をかけてどこまでやるのかという

ことは，私どもも把握しきれていないところもございますので，表のあり方につきまして

は，研究させていただきたいと思っております。

　以上でございます。

達田委員

　この（案）につきましては，例えば，平成26年，平成27年と新たな事業がまた生まれて

くるかもしれません。ただ，今の段階でどのくらいなのかというのはもう分かっていると

思うのです。この事業に対してこれだけ補正予算が付いた，また新年度にもこれだけ予算

が付いた，結果，この事業がどこまで進んでいくのかというのは，その時点その時点では

分かると思うのです。事業というのは，どんどんどんどん新たに生まれてきますので，き

りがないですからね。ですから，平成25年度の時点でどうなるのかを示していただけたら

と思うのですけれども，いかがでしょうか。

   

金井とくしまゼロ作戦推進室長

　今回の見直しにおいて，進捗状況を確認する段階では，そこまで把握しきれていないと

いうことでございます。今回の行動計画では，ざっくりと書いてあるところもございまし

て，例えば，海岸数であれば，個別にそのうちの何パーセントができておるということに

ついては事業担当部局からデータを吸い上げなければなりません。分かりやすい表記方法

につきましては，今後研究させていただきたいと，御理解いただきたいと思っております。

　以上でございます。

達田委員

　私たちが見てこの予算が防災・減災にどのように役立っていくのか，どのように進んで

いくのかということが分かりやすいように記載していただけたらと思いますので，是非工

夫をしていただけるようにお願いいたします。

　それともう一点，特別警報が出た場合について，それまでにいろいろな警報や注意等が
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あると思うのですけれども，そういったものが出された場合に，住民への周知の仕方，あ

るいは，住民がどういう行動を取ればいいのかということについて，この間決まったばか

りですので，なかなかだと思うのですけれども，徳島県下の状況は，今どのようになって

いるでしょうか。

竹岡南海地震防災課長

　委員お尋ねの特別警報の周知方法及び命を守る行動についての対応でございますが，気

象庁では８月30日から特別警報を運用しております。従来の警報の基準をはるかに上回る

豪雨あるいは大津波，大地震の発生のおそれがある場合には，重大な災害の起こる危険性

が著しく大きい場合ということで最大限の警戒を呼びかけることとしております。加えま

して，気象業務法の改定によりまして，市町村から住民に伝達することが認められており

ます。その周知報告手段といたしましては，それぞれの市町村の御判断により可能な限り

多くの手段を用いて行うこととなってございます。具体的には，防災行政無線の活用，広

報車の巡回による呼びかけ，あるいは，ケーブルテレビやコミュニティーＦＭ放送，それ

から最近よく周知されております携帯電話会社の緊急速報メールがございます。今回の特

別警報が夜中に京都府において発令されておりますけれども，いくつかの市町村では住民

への伝達ができなかったという事例がございます。こういったことを防ぐ意味でもこの警

報を発令した場合は，直ちに命を守る行動をとるということになっております。これが具

体的にはどういう行動になるのかということについては，それぞれの地域の状況に応じて

になろうかと思いますが，例えば，市町村から避難勧告等があった場合は，直ちに高台な

どの避難所に避難していただく，また，外出が危険な場合には，屋内で安全な場所に移動

していただく，例えば，１階から２階に移動するという対策が考えられると思います。今

回出たばかりの警報でございますので，まだ住民の方々に十分に周知ができていない部分

が他県ではございましたので，その点は気象庁からの周知啓発あるいは市町村に対して県

のほうから連携をとりまして対応をとっていただけるような伝達の仕方をしていただけた

らと考えております。

達田委員

　地震や津波の発生の際には，もちろん本当にたいへんな状況になります。洪水や大雨と

いうのは１年に何回来るかも分からないというようなことではありますが，最近非常に局

地的な大雨というのもありまして、少し離れた所では大雨になっているけれどもこちらで

は全然知らなかったということもあるのですよね。そういう中で，住民が本当にどのよう

な行動を取ったら良いのか分からないと言われるわけなのです。直ちに命を守る行動をと

ってくださいと言われても具体的にどうしたらいいか分からない，家を出るべきなのか，

どうするべきか分からないというようなお話も伺います。それで，やはりその土地土地に

あわせてどのような行動が一番安全なのかということを，もう一度地域の中で，地形も見

ながら話し合って決めておくことが大事だと思います。ですから地震津波の時の避難，大

雨や洪水の時の避難と，いろいろと大変なのですけれども地域の住民が本当に安全に避難
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できるよう，そういった体制を県下でとっていただいて，県もその体制をきちんと把握し

ていただけたらとも思いますので，よろしくお願いいたします。

　それでは，もう一点なのですけれども，資料の４ページで「消費者力向上事業」という

ことで，今回予算が付いておりますけれども，これは悪徳商法への対応などについて消費

者へ啓発するというものなのでしょうか。

掛田安全衛生課生活安全室長

　ただいま９月補正予算で出させていただいております「消費者力向上事業」についての

御質問でございます。

　悪質商法，悪徳商法というふうに呼び方にもいくつかございますけれども，この事業に

つきましては，今おっしゃいました，いわゆる悪徳商法に直接関係するものではございま

せん。高齢者がそういった被害に一般的に遭いやすいという傾向がございますので，被害

に遭わないために主な契約の基礎知識等を覚えていただくような研修の実施などを考えて

おります。高齢者向けに，消費生活関係のいろいろなお知らせや注意喚起，いろいろな知

識をお教えしたいということで，直接，悪徳商法だけにピントを絞ったというものではな

く，これを含めた対策ということで考えております。

　以上でございます。

達田委員

　日々非常にいろいろと巧妙な手口でお金をだまし取られるというようなことが「振り込

め詐欺」だけでなく，いろいろな所で起きている。先日，阿南でも大きな金額がだまし取

られた事件がありましたけれども，やはり，消費者に対して，本当に力強い啓発を行って

いく必要があるのではないかと思うのです。ちなみに，徳島県内で消費者がだまされたと

いったような被害件数は，年間でどのくらい上がってきているのでしょうか。

掛田掛田安全衛生課生活安全室長

　お答えいたします。悪徳商法全般がどのような状況であるかという御質問とお受け取り

させていただきます。私どものほうでいろいろなお声をお聞きしておりますのは ,県の消

費者情報センターでございまして ,こちらにいろいろな苦情や相談が寄せられております。

振り込め詐欺のようなものもございますけれども ,先ほどおっしゃいました悪徳商法など

にどのように対処したら良いのかというような御相談が多く寄せられております。全体的

な傾向として相談件数を申し上げますと ,平成21年度は約 4,400 件 , 平成22年度が 3,340

件 ,それから平成23年度が 3,030 件 ,昨年度が 2,676 件と ,だんだん減ってきておりまし

たけれど ,今年に入って前年同期比ということで比べますと ,３割程度上昇しております。

その中において目立ちますのが ,デジタルコンテンツというネット上で自分で思いもしな

い間に有料サイトに行ってしまったとか ,また ,比較的高齢の方 ,シニア層につきまして

は ,健康食品関係ということで ,よくあるのが健康食品の健康サプリメントの送りつけ等

が非常に目立つということです。デジタルコンテンツと健康食品 , これが大きな２つかな
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と認識しております。そうした相談を受ける中で ,こういったいろいろな悪質商法的なト

ラブルは ,日々の生活に伴う安全・安心を損なう非常に深刻な問題であるということで認

識しておりまして ,一番大事なのは ,それを未然に防止することだということで ,啓発に

力を入れておるところでございます。市町村 ,警察それからいろいろな関係機関と連携を

しながら ,特にねらわれやすい高齢者の方々を中心に ,注意喚起を行っているところでご

ざいます。具体的には ,県や市町村の老人会連合会等 ,ホームページや広報誌を発行して

いただいているところにも記事を載せていただいております。それから市町村のほうでも

消費生活フォーラムを開催しておりますが ,その際に県のセンターの相談員さんと一緒に

回ったり ,最新情報を提供したり ,また ,いろいろな意見交換をしたりですとか ,場合に

よっては ,相談ノウハウもお伝えしたりもしております。今後 ,さらに増える可能性もあ

るという認識でございますので ,引き続きこういった取組をしっかり続けてまいりたいと

考えております。

　以上でございます。

達田委員

　本当に大事な取組だと思いますので ,できましたら本当にきめ細かい啓発活動を続けて

いただきたい ,そのためには ,少し予算が少ないように思いますので ,是非予算もしっか

り付けていただきまして頻繁に行っていただけたらと思いますので ,よろしくお願いいた

します。終わります。

寺井委員長

　ほかにございませんか。     

　（「なし」と言う者あり）

　それではないということでございますので，これをもって質疑を終わります。

　以上で，危機管理部関係の調査を終わります。

　これをもって，県土整備委員会を閉会いたします。（13時19分）
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